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第４部 施策体系 

 重点施策を含めた施策の全体は次のとおりとなります。 

 

 ＜施策体系図＞ 
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１ 地域の伝統的な文化芸術の保存、継承、活用（第5条3）

２ 県民の文化芸術活動の充実（第6条）

３ 芸術家等の育成等に関する支援等（第7条）

４ 文化芸術団体の育成等（第8条）

５ 子どもの文化芸術活動の充実（第9条）

６ 学校教育における文化芸術活動の充実（第10条）

７ 高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実（第11条）

県民の文化芸術活動の充実

８ 文化芸術に関する交流の推進（第12条）

９ 創造的活動等の推進（第13条）

10 文化資源の活用（第14条）

11 景観の形成（第15条）

文化資源を活用した

地域づくりの推進

12 学校施設、公共的施設の活用等（第16条）

13 県立文化施設の充実（第16条）

14 情報通信技術の活用（第17条）

15 文化芸術活動に対する支援の促進（第18条）

16 顕彰の実施（第19条）

文化芸術の振興を図るための

環境整備
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重点施策 

重点施策１ 

地域の伝統的な文化芸術

の保存、継承、活用 

・文化資源や伝統芸能の 

活用 

・技術･技能の継承者の 

育成･支援 

重点施策２ 

次代を担う子ども･青少年

の文化芸術活動の充実 

・創作活動の支援 

・アウトリーチの展開 

・ワークショップ等の体 

験活動の充実 

・効果的な取組みの促進 

重点施策３ 

国際文化交流の充実 

・神奈川の文化芸術の海 

外発信 

・三県省道等の文化交流 

事業の推進 

重点施策４ 

文化芸術事業の発信力の

強化（マグカルのブラン

ド力の向上） 

・神奈川発のコンテンツ 

の創出 

・「マグカル」の全県展 

 開 

・パフォーミングアーツ

人材の育成 

重点施策５ 

文化芸術の振興を図るた

めの環境整備 

・県立文化施設（ホー 

ル、劇場等）の計画的 

な維持･保全等 

・施設の機能としての人 

材育成 

平成26～30年度
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第３ 部 今後の課題と 取組（ 重点施策）  

 重点施策を 含めた施策の全体は次のと おり と なり ます。  

 ＜施策体系図＞ 

 

  

 

 

 

  
 

 

重点施策 

重点施策１ 【 伝統×文化】  

地域の伝統的な 文化芸術の保存、 継承、

活用 

・ 文化財や伝統的な芸能など の活用 

・ 技術･技能の継承者の育成･支援 

・ 伝統工芸品等の地域資源の活用 

・ 後世に残す伝統的な文化の記録の保存 

重点施策２ 【 共生×文化】  

子ど も や高齢者・ 障がい者な ど 、 あら ゆ

る 人の文化芸術活動の充実等 

・ 創作活動の支援 

・ ア ウト リ ーチ やワーク シ ョ ッ プ 等の鑑

賞・ 体験活動の充実 

・ 文化芸術にかかわる 人材の育成 

・ 文化芸術によ る 共生社会実現に向けた

環境づく り  

重点施策３  【 国際×文化】  

国際文化交流の充実 

・ 神奈川の文化芸術の海外発信 

・ 三県省道やベト ナム等の文化交流事業

の推進 

・ 多文化理解の推進 

・ 関係団体等と の連携 

重点施策４ 【 東京 2020 大会×文化】  

東京 2020 大会を 契機と し た施策 

・ 文化プ ロ グラ ムの展開と レ ガシ ーの定

着 

・ 多言語化対応 

・ 文化財や伝統的な芸能などの活用( 再)  

・ 文化芸術によ る 共生社会実現に向けた

環境づく り ( 再)  

重点施策５ 【 施設×情報発信×文化】  

文化芸術の振興を 推進する ための環境整

備 

・ 県立文化施設の計画的な 維持・ 保全・

拡充 

・ 施設の機能と し ての人材育成 

・ 市町村・ 文化芸術団体等と の連携・ 協

力 

・ 情報発信の強化 

＜施策展開の基本的な視点＞ 

○文化芸術の魅力で人を引き つけ、 地域のにぎわいをつく り 出す、 マグネッ ト ・ カ ルチャ ーを推進する 

○文化芸術を通じ て、 共生社会の実現を後押し する 

基本目標 

( 条例の目的)  

（ 第 1 条）  

（ 第 1 条）  

※1（  ） は、 神奈川県文化芸術振興条例の条文番号。  

※2【  】 は、 文化と 他分野をク ロスし 、 横断的な取組で効果的に施策を推進。  

※3 重点施策の取組事項のう ち、 複数に係るも のは再掲の意味で( 再) と 記載。  

( ※1)  

( ※3)  

( ※2)  

令和元年～５ 年度


